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５ 災害に強いまちづくり計画 

施策 8-1-②  消防団の充実・強化  

 

【取組の概要】 

 社会環境の変化や過去の災害をみると、災害発生時における住民の避難支援、水防、

救助、住民に対する平常時における防災の啓発等、消防団が担う役割が幅広くなってい

ます。特に、人口減少や少子高齢化が進む中山間地域等においては、災害に関する情報

伝達や被災状況の把握、避難行動要支援者の支援など、地域の防災力の向上に不可欠な

存在と言えますが、消防団の団員の減少と高齢化が目立ち、充実及び強化が必要となっ

ています。 

 また、東日本大震災では、多くの消防団員が津波災害により殉職しました。住民の安

全を確保することによって消防団員等が命を落とすことはあってはならないため、消防

団を含む支援者（地方公共団体職員、警察・消防、民生委員、自主防災組織関係者等）

の安全確保が重要です。 

 消防庁は、「大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会報告書」（平

成 24年 8月）において、「津波災害にあっては、消防団員を含めた全ての人が『自分の

命、家族の命を守る』ため、避難行動を最優先すべきであり、消防団員が自らの命を守

ることがその後の消防活動において多くの命を救う基本であることを皆が理解しなけ

ればならない。」と明確に示しています。 

 

【計画、整備にあたっての着眼点・留意点】 

○消防団活動 

・主な充実・強化策は以下のとおりです。 

① 常備消防・自主防災組織等との連携 

② 被雇用者団員等の活動環境の整備 

③ 消防団員の士気の維持・向上等 

④ 女性・学生消防団員の入団促進 

⑤ 将来の消防団員等の地域防災を担う人材の育成 

⑥ 住民への広報 等 

・消防団の定数確保を検討する委員会等を設置し、消防団の充実・強化する取組みを行

っている地方公共団体があります。委員の構成は、地方公共団体や自治会、消防団、

消防団 OB、女性団体等の代表で構成することが考えられます。 

・消防団活動を支援する協力事業所を増やし、被雇用者団員である消防団員が活動しや

すい環境を作る必要があります。 

共通 
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・消防団の人材育成の方法として、青少年消防クラブ等、子どもたちが参加する活動の

取組みを行っている事例があります。 

 

○消防団員等の安全確保 

・東日本大震災では、住民の避難誘導や水門等を閉めるために消防団が活躍しましたが、

消防団の方々が津波に飲み込まれるなど、多くの犠牲者が出ました。水門等の閉塞の

自動化などの推進とあわせて、消防団員の活動の安全確保を図ることが重要です。 

・「大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会報告書」では、活動可能

時間の判断例を以下のように例示し、「活動可能時間が経過すれば活動途中でも退避」

することとしている。 

 

・災害時の消防団員の安全確保対策として「活動・安全管理マニュアル」の策定を促進

しています。 

・津波避難計画において定める必要がある事項として、「避難広報や避難誘導等を行う職

員、消防団員、民生委員などの安全確保について」が追加されており、今後策定を進

める津波避難計画等においては、明確に位置づけていく必要があります。 
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◆参考資料 

・防災研修カリキュラム・講師支援教材（総務省消防庁国民保護・防災部防災課、平成

20年 3月） 

・「消防団の充実強化についての検討会」報告書（消防団の充実強化についての検討会、

総務省消防庁、平成 22年 12月） 

・津波避難対策推進マニュアル検討会報告書（総務省消防庁、平成 25年 3月） 

・大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会報告書（総務省消防庁、

平成 25年 8月） 

 

【事例】 

○香南市の取組み 

 

 

・香南市では、被雇用者である消防団員が活動しやすい環境を整えるため、被雇用者が

所属する事業者等を含めた協力事業所を増やす取組みを行っています。 

 

○中土佐町の取組み 

 

 

・中土佐町では、女性消防団員が、消防団の後方支援（食事、防災行政無線）を行って

います。 

 

  

・協力事業者を増やす 

・女性消防団員の入団 




